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高齢者福祉 サービスにおける調整組織 ・再論

小 林 良 二

は じめ に

筆者 は以前、高齢者 の福祉 ・保健 ・医療サ ー ビスをめ ぐる調整組織 にっ いて

検討 を行 ない、特 に福祉諸サ ー ビス に関 して、老人 ホーム入 所判定委員会(以

下 「判定委員会」 とす る)、市町村高齢者 サー ビス調整 チーム(以 下 「調整 チー

ム」 とす る)、在宅介護支援セ ンター(以 下 「支援 セ ンター」 とす る)そ れぞれ

におけ る調整 機能の問題点 を検討 した ことが ある(1)。

その後、高齢者の福祉 、保健、医療サ ー ビスの連携 にっ いては、アメ リカ、イ

ギ リスな どで展 開 されつっあ るケースマネ ジメ ン ト、 あるいはケアマネ ジメ ン

ト(2)の仕組が紹介 され、特 に、支援 セ ンターを中心 と して、個 々の援助依頼者

のニーズ に総合的 に対応で きるケースマ ネ ジメ ン トを実施 すべ きで ある とい う

考 え方が急 速 に広 ま って い る。

ところで、伊藤が既 に指摘 して いるよ うに③、ケースマ ネ ジメ ン トには 「ケー

スマネ ジメン トシステム」と 「ケースマネ ジメ ン ト実践」とい う側面があ り、前

者 はケースマネ ジメ ン トを実施 す る機 関、専門相談員、権限 な どに関わ る もの

で あ り、後者 はケースマネ ジメ ン トの内容 、す なわ ち 「スク リーニ ング、評価 、

援助計画の立案 と実施、 モニ タ リング、再評価 など」で ある と してい る。 いい

かえれば、 ケースマネ ジメ ン トとい う手法 の導入を図 る場合、 その実践 をささ

え る制度的基盤 がそれ にふさわ しい ものになってい るか どうかが重要であ り、そ

うでないとケースマネ ジメ ン トとい う言 葉が形骸化 して しま うことになるので

あ る。っま りケースマネ ジメ ン トの体制 は、 その実践方法 に関わ る部分 と制度

に関わ る部分 の双方 が整備 され ない と十 分機能 しない ことにな る。

ところで、 ケースマネ ジメ ン トを支 え る制度的基盤 の問題点 につ いては、白

沢 らによ る指摘が あ り、要約す れば、 サー ビスの資源、決定権限 、職員体制が

中心 的課題 とい うことになろ う(4)。
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この うち、サー ビス資源 につ いて、筆者は別 の論 文で検討 した ことがあ るが、要

約す ると、福祉 サ ー ビスの資源 は、施設、在 宅 ともかな り不足 してお り、特 に

在 宅福祉 サー ビスの場合、生活全体 を支え られ るよ うなサー ビス体制 、特 に重

度の在 宅要 介護者 に対す る長時間 ・頻回 のサ ー ビス提供を可 能 とす るには、今

後か な りのサ ー ビス資源 の整備が必要 な こと、また、施設ケ ア と在宅ケア との

間でのサ ー ビス量 に関す るケアバ ラ ンス とい う考 え方 を導入す る必要が あるこ

とな どを指摘 した。

本稿 では こ うした分析 の後 を うけて、 その後政府が打 出 して きたサ ー ビス調

整組織 の動 向に関す る分 析を行 な うとともに、 それ らが、個別 サー ビスの決定

権限 との関連 で どの様 な意義 を持 って い るか を0歩 進 んで検討 してみ たい。 と

い うの は、ケ ースマネ ジメ ン トとい う概念 を0貫 して導入 しよ うとす ると、従

来の 自治体 におけ る社会福祉サ ー ビスの提供体制 の根本的 な変革を迫 ることに

な るので はないか と思 われ るか らであ る。

結論 を先取 りして いえば、現在の社会福祉 サー ビスの調整 システムは、サー

ビス決定権限 の性格 を根本的 に変え ない範 囲で、従来 の システムの矛盾点をカ

バ ー しよ うと して いると考え られるので ある。 この矛盾 は、筆者が以前調整組

織 につ いて分析 した時よ りも、ある意味でよ り大 きくなっているともいえる。 こ

れは、政府が現 実の必要 に合 わせて制度 を変えて きた結 果で もあ り、その結論

を論理 的にお しすす めて、全体 の システ ムの改革す るには いた らなか った結果

で もあ るといえ る。

以下本稿 では、在宅福祉サー ビスの調整機能 にっ いて、個 別サ ー ビスの決定

方式 と調整 システム に分 けて分析 し、その間の論理的不整合を指摘す る。第2に 、

サー ビス調整組織 としての判定委員会、調整 チーム、支援セ ンターの3っ の調整

チーム組織 にっ いて、最近 の変化を含めて再度制度的枠組みを検討 し、個別サー

ビス との関連を検討す る。

1.在 宅福祉サー ビスの決定 と調整組織 との関係

現行の国の高齢者在宅福祉サービスにっいては、「在宅老人福祉対策事業の実
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施及 び推進 につ いて」 に よって その内容が示 されてい るが、個別 のサ ー ビスに

っ いて その決定手続 を検討 して み ると次の よ うにな る。

A.ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス

まず 「老人 ホームヘル プサ ー ビス事業運営要綱」(以 下 、「ホームヘル プ運営

要綱」 とす る)に よ ると、「事業の実施主体 は市町村(特 別区を含む)と し、そ

の責任 の もとにサー ビスを提供す る もの とす る」 とされ、 さ らに 「この場合 に

お いて、市町村 は、地域 の実情 に応 じ派遣世帯、 サー ビス内容 及 び費 用負担区

分 の決定 を除 き この事業 の一部 を市 町村社会福祉協議会、特別 養護老 人 ホーム

等 を経営す る社 会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援 セ ンター運営事業 を委託

して いる社会福 祉法人及 び医療法人 など、農業協 同組合及び農 業協 同組合連合

会 、昭和63年9月16日 老福第27号 、社 更第178号 老人保健福祉部長 、社会局

長連名 通知 によ る 「在宅介護サ ー ビスガイ ドライ ン」 の内容 を満 たす 民間事業

者並 び に別 に定 め る要件 に該 当す る介護福祉士 に委託す る ことが で きる もの と

す る」 とな って いる。 この ことは、派遣世帯 の決定 および費用負担 区分の決定

にっ いては市町村 の責任 で実施 しなければ な らず、サー ビスの提供 にっ いては、

さまざまなサー ビス提供 団体 に委託す る ことがで きる もの とす る ことを意味 し

て いる。

ところで、 こ こで い うサ ー ビスの決定 とは何 を意味す るかが問題 にな る。

よ く知 られて いるよ うに、ケ ースマネ ジメ ン トにの過程 として は、① ニ ーズ

の発見(あ るいは相談助言)、 ② アセスメ ン ト、③援助計画の策定 、④サ ー ビス

の提供 、⑤経過観察 とい うプ ロセスが必 要であ るとされ るが、先 の要綱 におけ

る 「決定」 は どの範囲 を さす ものであ るのかが はっき りしな くな って い る。一

般的 に考えれば、決定 の範 囲には④のサ ー ビスの提供 を除 くす べて の手続 が含

まれ ると解すべ きであろ うが、この5っ の要素 は国の要綱上で も、かな り分化 し

て きて いるのであ る。

例えば、平成4年1月30日 付 けの通知 「ホームヘル プサー ビス チーム運営方

式推進事業 の実施 にっ いて」(老 計第12号 、社更第19号 、児 発第71号)に よ
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ると、 ホームヘルプサー ビス チームを設 置 した場 合の主任ヘルパ ーの業務 内容

につ いて、

(1)ソ ー シャル ワーカーおよび看護 婦等 との業務実施上 の具体的 な連携 のた

め の連絡調 整 に関す る業務

(2)ホ ームヘルプサー ビス事業の運 営 に関す る業務(対 象者のニ ーズを評価

し、 これに対応 したサ ー ビス提 供スケ ジュール等の作成、担当ヘルパ ー

の選定等)

(3)構 成員であ るホームヘルパ ーに対す る業務 の指導 に関す る業務

(4)そ の他 ホームヘルパ ーの適切 かつ 円滑 な提供 に必要な業務

とかかれてお り、 とくに(2)の ばあいは、先 にあげたケースマネ ジメ ン トの

プ ロセスにおけ る② アセスメ ン トと③ 援助計画 の策定 とい う要素が含 まれて

いるので あ る。 このばあ い、ホームヘルプサー ビスは、 さきの 「要綱」 によ

って、市町村社会福祉協議会 、社会福祉法 人な ど、各種 ホームヘルプサ ー ビ

ス提供団体 に委託 す ることが で きるとされているのであるか ら、この ことは、

サ ー ビスの決定の うちの実質 的な部分 を民 間団体 に委ねてよい とい うことを

意味す る。

第2に 、「ホームヘルプ運営要綱」 による と、5.派 遣世帯 の決定等 に関 して、

(2)派 遣 の要否 の決定 にっ いて は 「必要 に応 じ高齢者サ ー ビス調整 チームを

活用す ること」

(3)派 遣回数、時 間数、内容及 び費用 負担 区分 の決定 につ いては 「必要 に応

じ高齢者サ ー ビス調整 チームを活用 」す ること、

(4)ホ ームヘルパ ー派遣 申出書の受理 に関 しては在宅介護支援 セ ンター、 シ

ョー トステイ事業を実施 して いる特別養護老人 ホーム、老人デイサー ビ

スセ ンター等、老人 ホームヘル プサー ビス等を実施 して いる市町村社会

福祉協議会 を経由 して 「ホームヘルパ ー派遣 申出書」を受理 で きること、

(5)ホ ームヘルパー派遣対象者の派遣継続の要否の見 直 しにっ いては 「必要

に応 じ高齢者サ ー ビス調整 チームを活用」 す る、

などの規定が組入 れ られて いる。

この ことは、一面か ら見 ると、要否判定 をは じめ、派遣回数、時間数、サー
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ビス内容及 び費用負担区分、派遣申出書の受理、派遣継続の要否 など、「サー ビ

スの決定」につ いて、「調整 チーム」の実質的 な関与 を認あた ことを示 して お り、

「調整 チーム」が民間 のサー ビス提供団体を含む各種の実務者 か らなる ことか ら、

や は り、サ ー ビス決定権 限の分散化 を意味す る もので ある。 しか し他方 か ら見

ると、 これ らの規定 の多 くにおいて、市町村は 「調 整 チーム」の機能 を 「活用

す ること」 と書 かれて い るだけで あ り、 ほ とん ど訓 示的規定 に とどま るもので

あ ることも確 かであ る。

また、 ホームヘルパ ー派遣 申出書の受理 が 「支援 セ ンター」などを通 してで

きるとい う、 いわゆ る 「申請代行」の規 定 も、援助依 頼者 の申請の便 宜 を図 る

もの と して評価 されて い るが、多 くの場 合、住民 の方 では 「申請代行 」が その

まま 「申請受理」 につ なが るとい う期待 を もっ ことになるので、市町村側 と し

て は、市町村以外 の機関が こう した 「申請代行」 を行 な うことに難色 を示す場

合があ るとい う。 この場合 、「支援 セ ンター」などの役割 は、ケースマネ ジメ ン

トの プ ロセ スか らいえ ば、①ニ ーズの発 見、あ るいは情報提供だ けにな る。

この よ うに見 て くると、在宅福祉サー ビスの中心 的 な役割 を果す ホームヘル

プサ ー ビスの 「決定」につ いては、その実質的な内容 か らみ ると、「市町村」以

外 の関連団体 や実務者が 関与 で きる仕組 に変わ って きて いるに も関わ らず、 そ

の形式的側面 においては基本的に市町村が責任 を負 うという形 になって いる。 な

お、「ホームヘルプ運営要綱」の6.に おける費用負担の決定に関 してだけは、ホー

ムヘルプサー ビス事業費用負担基準表によ り市町村長が行 なうとされ、「調整 チー

ム」や 「支援 セ ンター」がかかわ る ことは想定 されて いない。結局 、 サー ビス

の決定 に関 して市町村が最後 まで その権 限を実質 的に保持す るの は、 この費用

負担区分の決定 の部分で はないか と思われ る。

B.そ の他 の在宅 福祉 サ ー ビス

その他 の在 宅福祉 サー ビスにつ いて も、サ ー ビス決定 に関す る規 定 の しかた

はほぼ同 じで ある。

例 えば、「老人 日常生活用具給付等事業実施要綱」 によ ると、老 人の 日常生活
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用具の給付 に関 しては、 その必要性の検討に関 して 「必要 に応 じ高齢者サ ー ビ

ス調整チー ムを活用す る」、利用申請の受理 に関 して 「在宅介護支援セ ンター」

な どの機関 を経 由 して利用 申請 を受理で きる、 日常生 活用 具 の種類及 び費用負

担 区分の決定 に関 して 「必要 に応 じ高齢者サ ー ビス調 整 チームを活用す る」 と

なっている。ただ し、「電動 車椅子の給付 にかかわ る留意事項」にっいては、「高

齢者サー ビス調整チームにおいて申請者 の身体状況、操作能力等 その必要性、安

全性 を十分検討 した上で電動車椅子 の給付を行 な う もの とす る」とされてお り、

「調整 チーム」 の関与が明確 になって いる。

次に、 シ ョー トステイにっ いて 「老人短期入所運営事業実施要綱」をみ ると、

事業実施上 の留意事項 と して、 サー ビスの必要性 の検討 につ いては 「必要 に応

じ高齢者サ ー ビス調整チームを活用 す ること」、老 人ホームヘ ルプサー ビス事業

等他の福祉 に関す る諸事業及 び老人保健諸事業等 との連携 にっ いて 「高齢者サー

ビス調整 チームを活用」す ることとされ、申請 につ いては、「支援 セ ンター」な

どを経由 して利 用申請 を受理 で きると して い る。 ここで は、通所 事業 と他 の在

宅福祉サ ー ビス との調整 にっ いて、「調整 チーム」の利用 に言及 されて いること

が注 目され る。

最後 に、デイサ ー ビスであるが、「老 人デイサー ビス運営事 業実施要綱 」によ

ると、 ショー・トステイサー ビスの規定 とほぼ 同 じで あ るので省略す る。

C.考 察

以上か ら考 え られ ることは、第1に 、個別の在宅福祉サ ー ビス に関 して、従来

市町村 に一 元化 されて いたサー ビス決定 に関わ る事項が、内容面で複雑化 す る

とと もに、 その権 限 も徐 々に多様 なサー ビス提供機関や調整機構 あるいは実務

者 に委 ね られて きつっあ るとい うことである。 ケース マネ ジメ ン トの観点 か ら

いえば、従来 の 「決定」 という用語 で括 られて いた内容が分化 し、 これを機能

あるいはプ ロセス と して捉え る方 向が、制度的 に もは っき り しっっあ るという

ことであろ う。

つま り、従来 のよ うに福祉事務所 の老人福祉、障害福祉 な どの担当 ワーカー
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が ホームヘルプサ ー ビス、 デイサ ー ビス、 ショー トステイサ ー ビスな どを包括

的 に管理で きた状況 とは異 な り、サー ビス利用者 と内容の広が りにともない、そ

の 「決定」の意味合 い も複雑 にな った こと、 この ため、外部 の機 関や職員 の協

働が必要 にな った ことを示 して いる。

第2に 、ケースマネ ジメ ン トの プロセスは、個別サ ー ビスの提供だ けでな く、

複数のサー ビスの提供 によ って在宅生活 をで きるだけ維 持 しよ うとす る ことを

目的 として いる。

換言 す ると、 ケー スマネ ジメ ン トの よ うな一連 の対応 が必要 となるのは、重

度の要援護者や その介護者 に対 す るような包括的 な援助が必要 にな る場合 であ

り、いわ ゆる 「サ ー ビスの重点化」(タ ーゲテ ィング)が 求 め られる場合であ る。

このため には、複数 のサー ビスの決定権限を ケー スマ ネ ジャーあ るいはケ ース

マネ ジメ ン トの チームに集中す る必要が あるが、現在 の諸 要綱 における規定 を

み ると、ホームヘル プ、 デイサ ー ビス、 シ ョー トステイ など個別 サー ビス にお

け る決定が重視 されていて、これ らのサー ビス全体 に関わ る決定 につ いては、積

極的な規定が な い。「調整 チーム」は、本来 このよ うな複数のサ ー ビスに関わ る

調整 を行な うことであると考 え られ るが、先に も見 たよ うに現状では 「調整 チー

ム」を 「活用す る」 と しか書かれてお らず、「調整チーム」その ものに調整 「権

限」は与 え られ て いないので ある。

第3に 、この ことは、従来の福祉サ ー ビスの 「決定」 とい う概念を、い くっか

の要素 に分解 した うえで、その プ ロセス に即 して再定義 しな ければな らな くな

って いることを示 して いる。筆 者の考 え によれば、現在 の諸要綱 に しめされて

い る概念 は、 ケースマ ネ ジメ ン トのプ ロセスに しめされ るよ うな複雑 なプ ロセ

スを、市町村が一元 的 に、 いいかえ ると、所管す る福祉課 や福祉事務所 の ワー

カーが一人で管理 で きるかの よ うな書 き方にな ってお り、 これで は、 ワーカー

自身 もその業務 の多様 さに対応 で きな くな るので はではな いか。 これは、 ワー

カーの資質 の問題 で あるよ りも、制度上 の欠陥で あ り、そのため に 「調整 チー

ム」や 「支援 セ ンター」の よ うな仕組が必要 にな って いるはずで ある。 いず れ

に して も、個別 サー ビスの決定方式 と複数 サー ビスの決定方式 との間で、一貫

したあ り方が示 され るべ きであ る。
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以上 の ことを踏 まえて、先 に述べ た調 整機構 にっ いて、筆者 の以前の分析を

ふ まえ、最 近の動 向を検討 してみ よ う。

3.施 設入所措置およびサー ビス調整機構の動 向

ここで とりあげ るサー ビス調整機構 とは、さきの論文で しめ したよ うに、「判

定委員会 」「調整 チーム」「支援セ ンター」の3っ であ る。 これ らの調整機構 それ

ぞれにつ いて、前回 の論 文以後要綱 の改正が 見 られ るので、 まず この点を分析

してみ よう。

A.老 人 ホー ム入所判定委員会

平成5年2月15日 付けの厚生省社会局長通知(老 計第17号)で は、昭和62

年1月31日 付 けの社老8号 「老人 ホー ムの入所措 置等の指針 につ いて」の改正

が行なわれ た。 これ は、平成2年 のいわゆ る福祉八法 改正 に伴 い、措置権が福祉

事務所 を設置 していない町村 に も委 譲 され た ことによ る ものであ り、 それ によ

ると次 の様 にな って いる。

まず、老人 ホームへの入所措置の要否 につ いては 「入所判定委員会」を設置

し、その意 見を聞 くもの とす ると した うえで、「福祉事務所 を有 しない町村 の長

または福祉事務所長 は、高齢者サ ー ビス調整 チームに入所判定委員会の機能を

付与す るこ とが で きるものとす る。 この場合 にお いて も、 同チームには、 当該

町村の老人福祉担 当者、医師、及 び老人福祉施設 関係者 の参加 を要す るもの と

す る」 とされ た。 また、入所判定委 員会(入 所判定委員会 の機能 を付与 され た

高齢者 サ ー ビス調整 チームを含む)は 、措置 の要否 の判定 にあた っては同通知

中の第4「 老人 ホームへの入所措置の基準 」に基づ き、健康状態、 日常生活動作

の状況 、精神の状況、家族、住居の状況等 にっ いて別紙 「老人 ホーム入所判定

審査表 」 によ り総合的 に判定 を行な い、その結果 を福祉事務所長 または町村長

に報告 す るとされて いる。

以上 の説 明か らわか る ことは、入所 措置権 限が、福祉事務所 を設置 して いる
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自治体 にお いて は福祉事務所長 に、 その他の 自治体 において は町村長 に付与 さ

れ るものの、福祉事務所長 や町村長は入所措置 の決定にあた って 「判定委員会」

の意見を意見を聞 くとされただけでな く、「判定委員会」を有 しな い町村の場合、

「調整 チーム」に判定委 員会の 「機能 を付与す る」 ことがで きる もの とな った。

っ ま り、施設入所の面か らみ ると 「調整 チーム」 は、町村 の場合 に限 られては

いるが、専門家の観点か らす る 「判定」 がで きる ことにな ったので ある。 この

意味で は、措置 「権限」 よ りも専門 的判定 「機能 」が重視 され、調整 チームは

極 めて重要 な役 割を果す可能性 が開 かれ た といえ る。

これ との関連 で重要 なのは、「調整 チーム」の場合、その構成 員が市町村 の老

人福祉 ・保健 ・医療担 当者及 び保健婦、保健所の保健婦 ・精神衛生相談員、福

祉事務所 の老人福祉指導主事 、医師等医療関係者 、市町村社会福祉協議会職員、

老人福祉施設職員 、家庭 奉仕員、民生委員 その他高齢者 サー ビス総合調整の た

め に必要 と認 め られ る者 とされて い ることであろ う。 さきの論文 で も述べ たよ

うに、 「調整 チーム」 は、福祉 サー ビスにかかわ る実務者 か ら構 成 されてお り、

機関や組織 の代表者 か ら構成 されて いるわけではない。 こう した チームに一定

の判定 「機能」 が付与 された ことは極め て注 目され るのであ る。

ただ し、入所判定 の よ うな高度 な守秘義務 に関 わ る事項 に、上記 の ような構

成員 の うちどの範 囲が関われ るか とい うことは、相変 わ らず問題 であ ろう。 こ

の ことは、「調整 チーム」の性格を、権 限及 び構成員の面か らさ らに規定 しなお

す必要が あ ることを示 して いる。

いず れに して も、施設 入所 の ような決定 に、判定委 員会だ けで な く調整 チー

ムが加 わ るよ うにな った ことは、在宅福 祉サー ビスの場 合 と同様 に、決定 プロ

セスの多元化が おきて い ると考 え られ る。

B.調 整 チ ー ム

高齢者サー ビス調整 チームは1987(昭 和62)年 に 「高齢者サ ー ビス総合調整

推進会議等 の設置及 び運営 にっ いて」 によ って設 置 され た ものであ り、その目

的 は 「高齢者 の多様 なニ ーズ に対応 し、個 々の高 齢者 のニーズ に見合 う最 も適
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切 なサ ー ビスを提供す るため、保健、福祉 、 医療等 に係 る各 種サ ー ビスを総合

的 に調整 、推進す ること」を 目的 と して市 町村 レベ ルに設置 され る もの とされ、

都道府県 ・指定 都市の レベルの 「高齢者 サ ー ビス総合調整推 進会議 」に対応す

るもの とされて いる。 また、その事業 内容 と しては、(1)保 健婦、精神衛生相

談員、家庭奉仕員等 による訪 問 ・相談活動 を通 じての高齢者 のニーズの把握を

お こな うこと、(2)高 齢者 の健康状況、経 済状況 、家庭環境 などを踏まえた具

体的処遇方策 の確立 を行 な うこと、(3)関 係 サー ビス提供機関へのサー ビス提

供 の要請をお こな うこと、 とされた。

その後、1990(平 成2)年 度には、通知 の内容 が若干改 め られて いる。すな

わ ち、上記 の事業 内容 の うち(1)に っ いて は、「保健婦 、精神衛生相 談員、家

庭奉仕員等 による訪問 ・相談活動 を通 じ、拠 或の高齢者のニ ーズの把握、各種

サ ー ビスの の こ び サー ビスの ・日 点の だ な'こ と」(下線

が新 しく加わ った部分、以下同 じ)と された。(2)に っいては、「複合 したニー

ズ を要す る処遇 困難ケー ス等 にっいての具体 的な処遇方策の策定及 び関連す る

サ ー ビス提供機 関へのサ ー ビス提供の要 請等 を行 な うこと、 また このよ うな活

動 を通 じて担 当者間の常 時の連絡体制を維持す ること」 とされ、全体 にいわゆ

る重度の要援護者 への対応 が強調 され るよ うにな ったほか、サー ビスの実施体

制 に関す る問題点 の把握 が求 め られて いる。

また、構成員 につ いて も、市町村の老 人福 祉 ・保健 ・医療担 当者及び保健婦 、

保健所 の保健婦 ・精神衛生相談員、福祉事務 所の老 人福祉指導主事、 医師等 医

療 関係者、市町村社会福祉協議会職員、老 人福祉施設職員、 家庭奉仕員、民生

委員 な どのいわ ゆる 「実務者」か らな る調整組織 の他 に、必要 に応 じてそれぞ

れ の 「責任者 レベルのサ ー ビス調整 チーム」を開催す ることと し、 このチーム

には、

(1)各 機 関等 の業務 の状況 にっ いて、連絡協議を行 なうこと、

(2)地 域 の社会資源 の開発、改良、量 的整備等を検討 し、 その実施を図 るこ

と、

(3)担 当者 の活動 の評価及 びその組織 的支援、指導体制 を整備す ること、

な どの事項 につ いて 「協議 す る」 こ とが求 め られて いる。 さ らに留意事項 とし
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て、「サ ー ビス調整チームは 、設置 目的 を達成す るため、必要 に応 じ、対象地域

を定めて複数設置す るこ と」 とされ た。

調整 チームを 「実務者 」 レベル と 「責任者」 レベルに分 けることにつ いては、

各地 の調整 チームの現状 か ら見て十分考 え られ ることで あるが、責 任者 レベル

の 「協 議」 内容は極 めて広汎 であ り、実質的 に 自治体 における政策 決定 に関わ

る機 能が求 め られて いるよ うに思 われ る。換言すれ ば、 もしこの よ うな事項 に

関す る 「協議」が本格 的 に調整 チームによ って行 なわれ ると した ら、 それ は従

来の縦 型の決定機構 と異 な る横型 の協議機構 とな るはずであ り、極 め て重要 な

役割を持っ ことにな る。 しか しこの ような 「調整 」機構が、一般 の行政権限か

ら離 れて は十分機能 しな いことにつ いてはよ く知 られて いるところで あ る。

第2に 、在宅要援護高齢者 、特 に重度 の要援護者 に対 して、調整 チームはニー

ズ把握 →処遇計 画→ サー ビス紹介 を含む 「調整」を行 な うと して いるが、先 に

指摘 したように、個別 の在宅福祉サー ビスが もっ決定方式を前提 と した場合、こ

の調整機構 は機能的 にみてかな り問題があると考え られ る。 なぜか といえば、重

度であれば あるほど、複数 のサー ビスの提供 に関わ る調整 が問題 となるか らで

ある。

なお、 中央社会福 祉審 議会老 人福祉専 門部会 および老人保健審議会 によ る意

見具申 「老人福祉施策おいて当面講ずべ き措置 にっ いて」(平 成5年12月)に お

いて は、支援 セ ンター職員 は積極的 に調 整チーム に参加す ることが もとめ られ

るとと もに、町村だ けで な く市 にお いて も調整 チ ーム と老人 ホーム入 所判 定委

員会 の統 合を求 めて お り、 この点 は筆者が先 に指 摘 した主 旨 と合致 して い る。

いずれ に して も、調整 チームの機能 は、一般行政 とのつなが りを強めて、政

策機 関 としての機能 を強化す るか、 あ るいは、専門判定機能 を強 化 して、 その

面での強化 を図 るという2つ の方 向性 を もちつつ あ ると考え られ る。

最後 に、調整 チームを同一 自治体内 に複数設置す るとい う規定 も注 目され る。

この問題 は、大規模 自治体 においては当然提起 され るべ きはずの もので あ り、東

京都杉並 区では こう した形での取組 みが進 め られて いる。 この ことは、従来の

議論 との関連で いえば、福祉事 務所 の設 置 され る福祉地 区の範囲 と も関連 して

お り、 この点 につ いて も検討 が必要であ ろ う。
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C.支 援 セ ン タ ー

支援 セ ンターの制度 的枠組 みに関 しては1989(平 成元)年12月 に 「ゴール

ドプ ラ ン」の中でその構想が発 表 され、その事業 が 「在宅介護支援セ ンター運

営事業」 として 「老人デイサー ビス運営事業実施要綱」に組入れ られて以来、急

速 にその重要性が認識 され、 また、 さまざまな意 味付 けが行 なわれて いる事業

で もある。 ここで は以前の分析 と共 に、平成6年7月 の要綱 改正の内容をふ まえ

て、 ケース マネ ジメ ン トの観点か ら若干 の指摘を してお きた い。

第1に 指摘 しなければな らな いのは、支援セ ンターの事業 内容 の複雑 さであ

る。

厚生 省の要綱 によると、支援 セ ンターの事業 は9つ あ り要約す ると次の様 にな

る。

ア 地域 の要介護老人の実態把握、家族状況 の把握 および介護ニーズの評価、

イ 市町村の公 的保健福祉サ ー ビスの円滑 な適用の ための処遇台帳の整備 、

ウ 公的保健福祉サ ー ビスの利用方法等 につ いての情報の提供および利用の

啓発、

工 在宅介護 に関す る電話 および面接 による総合相談 、

オ 訪問等 による在宅介護 の方法 につ いての指導 ・助 言、

力 公的保健福祉サー ビスの利用手続の受付、代行等、利用者の立場 に立 っ

たサ ー ビスの調整、

キ 福祉用具 の展示 ・紹介 ・選定 ・具体的 な使用法 、住宅増 改築 に関す る指

導 助言、

ク 相談協力員 との情報交換、連絡調整、

ケ 在 宅介護支援 セ ンター運営協議会の開催 、

これ らの諸事業が もし本格的 に実施 されれ ば、地域 ケアに関す る重要 な貢献

を果す ことになることは いうまで もな い。

ところで、 これ らの事業 をケースマネ ジメ ン トの観点か ら見 る と、今回 の改

正 で はまず、 要援護老人等のニーズの評価お よび処遇 のための台帳 の作成 を行

な うこととされ、それに基づ くサー ビスの相談、啓発が強調 されて いる。
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第2に 情報提供 、相談活動につ いては以前 の要綱 で も明確 に示 されていたが、

今回の改正 ではサー ビスの利用 に関す る申請手続 の 「受付、代行」が明示 され、

よ り強 い規定 にな った。 しか し、「調整 チーム」の よ うに、各サー ビス提供機関

にサー ビス提供 の 「要請」を行 な うとは書 かれて いな い。

第3に 、相談協力員 との情報交換 、連絡調整 と書かれて いることか らもわか る

ように、地域の福祉組織 との調整が要求 されてお り、読み よ うによっては、サー

ビスの調整 よ りも、地域組織化を行 な うことが期 待 されて いると もいえ る。

最後 に、介護方法 の指導 ・相談のみ な らず、介護機 器や住宅改造 に関す る情

報 の提供や紹介 も期待 されてお り、 この点 で も重要 な機能を果 して い ることが

わか る。

ところで支援 セ ンターは、平成6年10月 か ら法定化 され、老人福祉法第20条

の7の2に 規定 され ることによって、他の老人福祉 施設等 と同等 の扱 いを うける

ことにな り、制度上 かな り重要 な意義 を与え られ る ことにな った。 これによ っ

て実際上 は、届 け出で義務が生 じた とされ る。

この法改正 に先立 ち平成5年12月 に出された中央社会福祉審議会老人福祉専

門分科会の意見具 申 「老人福祉 施策 にお いて当面講ず べ き措 置につ いて」 にお

いて は、支 援セ ンターに関す るい くっ かの改善点が提起 され、支援 セ ンターの

カバ ーす る区域 を中学校区程度 とす ることを明確 に し、支援 セ ンター問の連携

運営方式 を導入す ることなどを提言 した上 で、次の2っ の点の改善を求めている。

第1は 、支援 セ ンターの整備 に当 り、他のサー ビス提供施設 に併設す るのでは

な く、逆に支援 セ ンター に各種 の在宅 サー ビス提供機能 を付与 し、地域の多様

なニーズを受 け止め るこ とがで きるよ うな体制作 りを推進すべ きで あ り、 この

ため、支援 セ ンター と在宅 サー ビスの提供施設 の一体的 な整備が望 まれ るとい

うものであ り、第2は 、このよ うな機能 を もった施設の運営主体が担当区域 内に

お ける在宅 サー ビスの提供 を市町村か ら受託 し、手順や サー ビスの量 につ いて

予 め定 め られ た ところに したが ってサ ー ビスを提供 し、市町村の事後承諾 を受

ける仕組 につ いて も検討すべ きで あ る、 と して いる。

この考え方 に よれば、将来の支援セ ンターは、施設 や在宅サー ビスセ ンター

の付属施設で はな く、それ 自身 が地域ケ アの中心 的な調整機能を果す ことが期
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待 されてお り、 自治体の側は、 こう した支援 セ ンターに実際上 のサー ビス提供

機能 を委 ね ることにな ることが示 唆 されて いる。

支援 セ ンターが このよ うな機能 を もつ ことに対 して は、同様 な要求が住民の

意見 として も出 されてお り、わ ざわ ざ役所 の窓 口にいかな くと も、さまざまな

サー ビスの 「調 整」を して くれ る拠点 と専門職員が地域 の身近 な場所 にあ るこ

とは極 めて望 ま しい。 しか し、制度上か ら見 ると、「支援 セ ンター」はそ うした

「権限」か ら最 も遠 い位置 にある といえ る。

なお、平成5年 度 に実施 され た 「在宅介護支援セ ンター実態調査報告書」(全

国社会福祉協議会)に よると(5)、平成4年 度末で国庫補助対象 とな った798ヵ 所

の支援 セ ンターの うち回答 を得 た576カ 所 の支援 セ ンターにおけ る相談 内容を

み ると、第1位 は 「介護方法や介護上 の悩みの相談」で13.6%、 次 いで、「ショー

トステイの利用」が12.9%、 「福祉 機器 の利用 」が12.5%、 「高齢者や介護者の

健康上の相談」が9.5%、 「デイサ ー ビスの利用」8.2%、 「サー ビス全般の相談」

8.1%等 となってお り、 全般的に支援 セ ンターおよび併設施設で利用できるサー

ビスに関す る相談が 多 いよ うで ある。

また、サー ビスの適用調整機能 にっ いてみ ると、「母体施設のサー ビスが利用

可能か どうか 日常的にわか る」は66.8%で あるが、「他機関のサー ビスが利用可

能か どうか 日常的 にわか る」は24.8%で あ り、さ らに、「他機関 につないだ場合

その後 の把握がで きる」は35.9%に す ぎないし、「評価会議等 によ りサー ビスの

見直 しを行 な って いる」は25.0%で あ る。っ ま り、現在 の ところ支援セ ンター

は、やは りセ ンターの設置 され た母体施設 あるいは併設施設 の なかに組入 れ ら

れてお り、他 の施設 やサー ビスを横断す る調整組織 とはな って いるとはいえな

い 。

要約的にいえば、支援セ ンターは、その発足の出発点が在宅サー ビスセ ンター

機能 の充実 にあ り、施設 および通所 サ ー ビスを基礎 とす る相談 ・助言機能の拡

充 か ら出発 した ものであ る。従 って、支援セ ンターが設置 されて いる併設施設

の もつサー ビス(ホ ームヘルプの派遣 も含む)に 関 しては、実 質的な調整機能

を発揮 で きるが、 その他 のサー ビス につ いては、必ず しもそ うは ならないのは

当然 であろ う。 この意味で、さきの 「意見具申」におけ る方 向を実現す るには、
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サ ー ビス資源の量 的整備 と含 めて、今 まで述べて きたよ うな法制度上での改革

が必要 なのであ る。

なお、支援セ ンターは、在宅サー ビスセ ンターなど併設施設が どの よ うな も

のであ るか によ って 、かな り機能が異 な るこ とが知 られて い る。一般的に いえ

ば、相談 に引 き続 いてのサー ビス資源 の紹介可能 性が、セ ンターの相談機能の

範囲を ある程度 決めて い るともいい うる。 この点 か ら見 る と今後支援 セ ンター

はい くっか タイプに分れ る可能性が あるが、東京都の審議会答申では次の4類 型

が示 されて いる(6)。

第1の タイプは、特別養護老人ホームおよび在宅サー ビスセ ンターに併設 され

る もので、 これ は さ らに、ホームヘル プサー ビスの委託を うけて いるか いない

か というタイプに分 れ る可能性があ る。

第2の タイプは、今後登場す ると考 え られ る もので、在宅サ ー ビスセ ンターや

地域 のデイ ホー ムな どの通所施設 に併設 され る もので あ り、 この場合には、 日

常生活支援 を中心 にす るタイプにな る(7}。

第3の タイプは、老人保健施設 な どの病院 を中心 とす るタイプで、通 院、退院

患者への支援 を中心 とす るものであ る。

第4の タイプは、保健 ・福祉サー ビスを背後 に持 ちなが ら、医療サー ビスを含

む総合的な相談 、情報提供、判定、サ ー ビス調整 を行 うもので、 「基幹 タイプ」

と呼べ るものであ る。

いずれ に して も、大規模 自治体 の場合 、 これ らの支援セ ンターが複数、 また

いろいろなタイ プの支援 セ ンターが設 置 され るこ とにな って お り、基 幹支援 セ

ンター とい う考 えを導入す ることに よって、個 々の併設施設のサ ー ビス資源か

ら独立 した機能が構想 で きるのではな いか と思 われ る。
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ま とめ

本稿で は、最 近の高齢者福祉 サー ビスの調整機構 に関す る制度上 の改正を中

心 として、その動 向を検討 して きた。以下、これまでの論述 をふ りかえ って、簡

単 なま とめ を行 な ってお こう。

先 の論文で も述 たよ うに、 日本におけるサー ビス調整組織 は、その調整機能、

調整権限の面で、 きわめて曖昧な位置付 けにな ってい る。

第1に 、調整 チーム も支援セ ンター も、それ ぞれが 自治体行政 および付設施設

という母体か ら独立 した機能を果せ るだ けの体制 を持 ってお らず、 それぞれの

母体組織の補完的 な位置付 け しか与 え られて こなか った。 これは、 それ らの機

構 に対す る職員配置 の現状 に も反映 されてい る。

第2に 、権限の面か らみると、調整 チームの方 によ り明確 な機能が期待されて

いるに もかかわ らず 、専任の職員が配置 されて いない0方 で、支援 セ ンターに

お いては専任職員が配置 されて いるに もかかわ らず、調整 機能に関す る明確 な

位置付 けが行なわれ ていない。 ここで は基本的 に、サ ー ビス に関す る相談が中

心 的な業務 なのであ る。支援セ ンターの権限 を強化す るためには、調 整チーム

の一部 とす る方 向が望 ま しいのであろ うが、 このため には支援 セ ンター職員の

調整 チーム におけ る位置付けをよ り明確 な もの とす る必要が あろ う。⑧

こう した ことの背 後 には、何回 も指摘 す るよ うに、サー ビス資源 の不足 とい

う問題があ るが、それを除いた として も、在宅福祉サー ビスの決定が 「個別サー

ビス」方式 にな ってお り、「総 合調整」方式 にな って いな いことが あげ られ る。

今後 の方 向と して は、「調整チーム」および 「支援 セ ンター」の諸機能 を整理 し、

「総合調整」が可能 な方向に制度上の改正 あ るいは明確化を行 な うべ きであろ う。
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